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はじめに「本業務の概要」 

本業務の目的 

（１）見守り支援ネットワークの基本的な考え方 

 住み慣れた地域で支えあい、安心していきいきと暮らせるまち 

近年、日野市の高齢者人口は１人暮らし世帯や高齢者のみ世帯を中心に増加を続け

ています（平成31年1月1日現在45,795人、高齢化率24.7％）。高齢者人口の増加に

伴う虚弱や要介護となるおそれのある高齢者の増加、核家族化の進行に伴う家族によ

る介護機能の低下、都市化傾向の進展による近隣コミュニティーの結びつきの希薄化

などを背景に、孤立死のような不幸な事件も起きています。 

高齢者福祉の分野では、特に身近な「地域」で高齢者の生活を支える仕組みづくり

が最重要課題となっており、日野市では、こうした社会的にも孤立しがちな高齢者を

地域での支えあいを通じ見守り、支援する「高齢者見守り支援ネットワーク」の構築

によって「安心していきいきと暮らせるまち」づくりに積極的に取り組んでいます。 

 

（２）本報告書の位置付け 

本報告書は、上記の目的を達成するために平成16年度から取り組んできた「日野市

高齢者見守り支援ネットワーク事業」の平成30年度の活動内容をまとめたものです。 

  

※住民基本台帳による人口をもとに作成
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これまでの取組 

高齢者の生活実態を調査し必要な支援内容を整理した上で、できることから少しず

つ、地域のボランティアの方々の協力を得ながら活動を広げて来ました。 

年度 テーマ 特徴的な取組 

Ｈ16 ○資源・ニーズの把握 

○モデルシステムの

構築 

・市内の高齢者を対象とした「ふれあい訪問調査」や事業所を対象

とした“連携可能性調査”を実施し、「現在は元気で自立している

が健康面が不安なひとり暮らし高齢者」などの対象となる高齢者

像と具体の支援内容を５つのパターンにとりまとめ 

Ｈ17 ○モデルシステムの

試行・評価 

○事業計画づくり 

・市内４つのモデル地区で19人の対象高齢者、30人のふれあい見

守り推進員とともに“見守り”“声かけ”の支援を試行 

・この成果をもとに、「週１回のさりげない見守り」「月１回程度の

玄関先での声かけ」の活動を全市へ２カ年で展開する計画を作成 

Ｈ18 ○地域展開スタート ・前年度に設定した目標に従って市内各地で順次ネットワークの立

ち上げを行い、市内のちょうど半分で活動がスタート 

・立ち上げにあわせて「見守り支援ネットワークフォーラム」を開

催したほか、２回目のふれあい訪問調査も実施（以降毎年実施） 

Ｈ19 ○基本型の全市展開 

○新しい活動の芽生

え 

・平成 18 年度から始まったネットワークの立ち上げが完了し“見

守り”“声かけ”が遂に全市に広がる 

・活動の中から見えてきた課題に対する新たな展開として「百草ふ

れあい協議会」による「ふれあいサロン」の開設を準備 

Ｈ20 ○ネットワークの拡

大 

・「ふれあい交流型」活動を継続的に支援するための要綱を策定 

・や５つのパターンの最後の１つ「お世話・お手伝い型」にあたる

「ちょこっとお手伝いサービス」を新たに立ち上げ 

Ｈ21 ○活動の継続実施 

○新たな活動方針の

検討 

・対象高齢者や見守り推進員の拡充、サロン「よりみちさくら」の

新規開設など既存の活動のフォローアップを実施 

・立ち上げ当初の計画がおおむね狙い通りに実施されたことから、

課題の解消と更なる活動の充実を目指して新たな活動方針を検討 

Ｈ22 ○ネットワークの次

なる展開 

・既存の活動と並行して、平成 21 年度に検討した新たな活動方針

の１つである「気にかけ運動」の企画検討に着手 

・見守り支援ネットワークのＰＲの一環として、高齢者月間にあわ

せて市役所ホールを会場にパネル展を開催 

H23 ○全市展開から丸 5

年の振り返り 

・平成18年に“見守り”“声かけ”の全市展開を開始してから丸5

年が経過したのを記念して、これまでの活動の振り返りや今後の

展開を考えるシンポジウムを大々的に開催 

H24 ○「気にかけ運動」の

積極的な展開 

○事業ＰＲの展開 

・「気にかけ運動」の展開にあたって、従来の手あげ方式から、こち

ら積極的に地域を訪問して「勉強会」を開催する方法を試行 

・「気にかけ運動」の展開とあわせて、広報ひのや「市民活動フェア」

に参加して、見守り支援ネットワーク全体のＰＲを積極的に展開 

↗次頁に続く  
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年度 テーマ 特徴的な取組 

H25 ○調査方法の改善 

○「気にかけ運動」の

継続展開 

・ネットワークの展開を検討する際の基礎資料の1つとなっていた

ふれあい訪問調査（はつらつ・あんしん調査）の実施方法を改善 

・「気にかけ運動」の展開を継続しながら、市民活動フェアや「地域

かわら版」にて取組のＰＲを実施 

Ｈ26 〇「気にかけ運動」の

一般化と拡大 

・「気にかけ運動」の狙いや基本的な活動イメージをまとめた「気に

かけ運動の手引き」等を作成 

・「手引き」とチラシを用いてより多くの地域への働きかけを実施 

Ｈ27 〇10 周年記念シン

ポジウムの開催 

・モデル地区での試行から 10 年が経過することを記念して「見守

り支援ネットワーク10周年記念シンポジウム」を開催 

・シンポジウムでは、協力者の方々の労いとこれからの見守り支援

ネットワークを考えるヒントを得るための講演等を実施 

Ｈ28 ○モデル地域への気

にかけ運動の展開 

・地域特性を整理した上で選定したモデル地区において「気にかけ

運動」の集中展開を実施 

・見守り支援ネットワークの戦略的な展開や地域からの相談にあた

っての検討材料として、高齢化の状況や集会施設の分布、サロン

活動等の実施状況を整理 

H29 ○気にかけ運動を入口

にした統合型ネット

ワークへの転換検討 

・モデル地区に対する継続的な支援を実施 

・見守り・声かけの基本的な方法を学び、活動目標を立てる勉強会

の開催とそのテキスト「気にかけ運動ワークブック」を作成 

H30 ○統合型ネットワーク

への転換に向けた

具体的取組の検討 

・働きかけの狙いや対象の明確化 

 － 一般市民を対象にした“気にかけ”の意識付け 

 － 意欲の高い人の後押し 

 － 既存の取組・団体の活性化 

・メール配信システム等の新たな仕組みの導入の検討 

・既存の取組の見直し、改善の開始 
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第１章「個別の取組の実施支援」 

１－１ 取組の概要 

見守り支援ネットワークは、高齢者の生活実態を調査して、心配な高齢者をいくつ

かのパターンにまとめ、できることから少しずつ活動を広げてきました 

現在、実施しているのは以下の①～⑤の5つの取組です。このうち、①～④のように

対象を明確にせず、こうした取組を下支えする緩やかなネットワークの形成を目指す

「⑤気にかけ運動」については次章に掲載することとし、ここでは①～④の取組概要

と今年度の実績についてまとめます。 

 

▼現在実施している取組 
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１－２ 各取組の実施状況 

１-２-１ はつらつ・あんしん調査（旧ふれあい訪問調査） 

（１）取組の概要 

見守り支援ネットワークの主な対象である市内の高齢者に対して、生活の状況や満

たすべきニーズを把握するために毎年実施しているのが「はつらつ・あんしん調査」

です。本調査は、①高齢者の生活状況を把握し、②高齢者と直接顔をあわせる機会と

なり地域の中で「誰も知らない」高齢者を減らすことができるため、市の高齢福祉施

策・地域福祉力づくりを検討する上で必要不可欠のものとなっています。 

第1回目の調査を平成16年度に実施して以降、対象者の増加にともなう負担の軽減

と類似調査との重複の解消等を目的とした改定を何度か行い、現在は以下のような方

式に落ち着いています。 

 

▼調査の概要 

項目 内  容 

調査対象 

 以下の全てに該当する方 

①当該年度の4月1日現在、65歳以上のうち奇数年齢の方 

②介護認定を受けていない方、未申請の方 

③特定の施設に入院・入所等していない方 

④生活保護を受給していない方 

⑤介護予防・生活支援サービス事業の対象でない方者 

※⑤は平成30年度に新たに追加した条件 

調査内容 

 以下の各項目 

①世帯の状況 

②日中１人暮らしの状況 

③生活上不安なこと 

④日常の移動能力 

⑤自治会等への個人情報提供の可否 

⑥周りとの交流の状況 

⑦見守り支援ネットワークへの登録希望 

⑧見守り支援ネットワークのボランティアへの関心 

※他調査と同時に実施した一部期間を除き、調査開始時からほぼ同様の内容 

※⑧は平成30年度に新たに追加した質問 

調査方法 ・郵送配布／郵送回収 

民生委員 

の訪問 

・郵送による返送が無かった方のうち75歳以上の方のお宅を訪問して市へ

の返送を促進 

・上の訪問とあわせて、新たに75歳に到達された方、75歳以上の転入者

のお宅を訪問して資料を配付 
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（２）取組の実績 

 今回の調査では、全体（65歳以上）で13,575人、75歳以上では7,204人と

いう多くの方から回答を得ることができました。 

 回収率は全体で7割強、75歳以上で9割強という高い数値となっていますが、2

年に 1 度繰返し行う調査であるためか、ここ数年減少傾向が続いています。依然

として高い値となっています。後者が特に高いのは、75歳以上で未返送の方のお

宅を民生委員が訪問し、返送を促進していることが大きな要因と考えられます。 

 見守り支援を「お願いしたい」という方は 4.8％で前年度より 0.5 ポイント減少

しています。「見守り推進員をやってみたい」という方は 1.9％で前年度から 1.3

ポイント増加しています（今年度より別に質問しているためグラフは未掲載）。 

▼調査票の配布・回収状況 

年度 

全体 うち 75歳以上 

送付数 
回収数 

（回収率） 
送付数 

回収数 

（回収率） 
うち在宅※ 

平成 28年度調査 17,983人 
13,884人 

（77.2%） 
7,478人 

6,885人 

（92.1％） 

6,781人 

（90.7％） 

平成 29年度調査 18,688人 
14,092人 

（75.5%） 
7,969人 

7,298人 

（91.6％） 

7,157人 

（89.8％） 

平成 30年度調査 18,323人 
13,575人 

（74.1%） 
8,127人 

7,357人 

（90.5％） 

7,204人 

（88.6％） 

 ※ 回収数から調査後の施設入所・異動を除いた数 

▼調査結果の概要 

【世帯の状況】 

 
 

【日常の交友状況】 【見守り支援の希望】 
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4.9%

未回答・

誤回答

3.1%

 

ひとり暮らし

10.9%

同居者全員が

65歳以上の

世帯

47.2%

子ども

やその

家族と

同居

32.5%
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▼調査結果の活用（平成27・28年度の調査結果より） 

 2 年に 1 度、調査結果を整理して地域の状況把握と地域展開の検討材料となる以

下の資料を作成しています（奇数年齢が対象となるため2箇年分の結果を使用）。 

 次年度に前年度及び今年度の調査結果を整理した新たな資料を作成する予定です。 
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１-２-２ 「見守り・声かけ」 

（１）取組の概要 

地域の「ふれあい見守り推進員」「協力事業所」を中心に、地域での「見守り」によ

る異変発見から定期的な安否確認の「声かけ」までを繋げる日野市の高齢者見守り支

援ネットワークの基本型となる取り組みです。 

平成17年度にモデル地区４地区でスタートしてから10年以上が経過し、地域の多

くの方の協力を得ながら着実に成果を積み上げています。 

 

▼取組のイメージ 

 

日常の業務等の中で 

気になる高齢者を見つけた場合に、 

地域包括支援センターに連絡しています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「さりげない見守り」をキーワードに  

週に１回程度の「見守り」を行っています 

「お互いが心地よい関係づくり」をキーワードに 

月に１回程度の「声かけ」を行います 

 

  

地域包括支援 
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（２）取組の実績 

 対象高齢者は、すずらん地域で大幅減があったため全体では減少傾向が続いてい

ますが、2地域では登録者が増加しており今後の盛り返しが期待されます。 

 ふれあい見守り推進員は 5 地域で増加しており、全体でも僅かに増加となってい

ます。これは平成24年度以来のことです。 

 協力事業所は、頭打ちとなっている様子の地域も見られますが、全体では増加が

続いています。 

▼対象高齢者の登録状況 

 もぐさ あさかわ すてっぷ あいりん せせらぎ 多摩川苑 
いきいき
タウン すずらん かわきた 合計 

H28 8人 19人 8人 20人 13人 10人 3人 13人 3人 97人 

H29 10人 15人 8人 22人 12人 8人 4人 11人 1人 91人 

H30 10人 16人 8人 24人 11人 8人 4人 6人 0人 87人 

増 減 
+0人 

-0人 

+7人 

-6人 

+2人 

-2人 

+4人 

-2人 

+0人 

-1人 

+0人 

-0人 

+0人 

-0人 

+1人 

-6人 

+0人 

-1人 

+14人 

-18人 

▼ふれあい見守り推進員の登録状況 

 地域にお住まいの協力者の方々です。地域包括支援センターからの依頼を受けて、

高齢者宅の訪問や、挨拶などの声かけを無理のない範囲で行っています。  
 もぐさ あさかわ すてっぷ あいりん せせらぎ 多摩川苑 

いきいき
タウン すずらん かわきた 合計 

H28 19人 27人 23人 31人 23人 35人 9人 11人 12人 190人 

H29 19人 23人 20人 33人 22人 31人 11人 9人 11人 179人 

H30 18人 21人 21人 34人 25人 28人 13人 11人 10人 181人 

増 減 
+0人 

-1人 

+3人 

-5人 

+1人 

-0人 

+1人 

-0人 

+3人 

-0人 

+0人 

-3人 

+2人 

-0人 

+2人 

-0人 

+0人 

-1人 

+12人 

-10人 

▼協力事業所の登録状況 

 商店、事務所、医療機関等の事業所の方々です。業務を通じて地域の高齢者と接する

中で問題や異変を早期した場合に地域包括支援センターへ連絡を行っています。  
 もぐさ あさかわ すてっぷ あいりん せせらぎ 多摩川苑 

いきいき
タウン すずらん かわきた 市外 合計 

H28 26所 84所 71所 108所 42所 36所 14所 30所 26所 9所 446所

H29 27所 89所 73所 111所 47所 43所 14所 32所 24所 11所 471所

H30 25所 93所 83所 107所 47所 50所 14所 36所 24所 12所 491所

増 減 
+1所

-3所

+8所

-4所

+10所 

-0所 

+1所

-5所

+0所

-0所

+7所

-0所

+0所

-0所

+4所

-0所

+0所

-0所

+1所

-0所

+32所

-12所

▼その他の機関との連携状況 

日野警察署、日野消防署、日野郵便局、(株)日野環境保全の４機関にも事業開始当初

から協力をいただいています。 

 

「巡回中の見守り」 
など 

「郵便配達時の 
ポストの確認」など 

「ごみ出し確認」「希望者 
への声かけ収集」など 

「防火診断のための 
家庭訪問」など 
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１-２-３ ふれあいサロン 

（１）取組の概要 

「見守り・声かけ」の活動を展開する中で、「登録を拒否する方や自宅に引きこもり

がちな方への対応が課題」「地域の高齢者が集まれるような場所をつくってはどうか」

といった声が出てきました。 

「ふれあい交流型」の取り組みは、このような声に応えるべく、いつでも気軽に立

ち寄れる「地域のたまり場」となるような場所をつくって、高齢者を含めた地域の多

様な人が集まって交流する中で「自然に見守りができている」状態をつくりあげるこ

とを目指しています。 

平成19年度から、交流の拠点となるような“場所”とその運営を担う“人”の両面

から立ち上げの支援を開始し、平成20年4月に第1号の「百草団地ふれあいサロン」

が正式オープンを迎えました。平成21年度からは、「日野市高齢者見守り支援ネット

ワークふれあい交流型実施要綱」にもとづき、高齢者とのふれあいをテーマにした既

存の活動についても補助金の交付などの支援を行っています。 

 

▼取組のイメージ 

 
  

居心地がいいから、今日も

買い物のついでにちょっと

寄ってみよう。 

最近１人で来ているあの人。今

日も来ていたら、ちょっと話し

かけてみようかしら。 

色々な人が出入りしていて

楽しそう。家の中にいると

気が滅入るからたまには外

に出てみようか。 

 

空き家・空き部屋・空き店舗など 

○交流を求めている高齢者が話し相手を見つけられる 

○いつも楽しそうな雰囲気で自宅にこもりがちな高齢者が行ってみたくなる 

○趣味の会や地域の活動グループの人たちの活動拠点となる 

自然な見守り・交流 

サロンの利用・参加 

顔見知り関係の構築 

友人関係の構築 

地域の高齢者 

立ち寄り お手伝い 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ等 

立ち寄り 

地域の高齢者 
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（２）取組の実績 

 今年度は新たに 1 箇所のサロンが開設し、市内では全部で 11 箇所のふれあいサ

ロンが活動を行っています。 

 新たに開設したサロンは、高齢化や空き家の発生に悩む丘陵部の取組で、都市計

画課の空き家対策事業を活用して地域の空き家の改修を行っています。 

 戸建て住宅を活用したサロン（①、③、④～⑧、⑩）は 1 日平均 15 人前後、団

地の集会室や空き店舗を活用したサロン（②、⑤、⑨、⑪）は1日平均25～35

人前後の来訪者を集めています。 

 個別の来訪者数を見てみると、増加が4箇所、概ね横ばいが5箇所、減少が1箇

所となっています（新規開設の1箇所を除く）。 

 個別の動きとしては、近年減少傾向にあった「南新井ふれあいサロン」が来訪者

を回復させているほか、一昨年にオープンした「平山ふれあいサロンソレイユ」

が2年連続で大きく来訪者数を増加させている様子が見られます。 

 2 月には各サロンのスタッフの交流と活動内容に関する情報交換や悩みの共有等

を目的として毎年開催している「ふれあいサロンスタッフ交流会」を開催し、新

規開設を目指す1団体も含む30名の方が参加しています。 

 ふれあいサロンアムール【新規開設】 

会場：程久保 2-6-14（空き家活用） 

開催頻度：週 4回（11 時～15 時） 
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▼ふれあい交流拠点の活動状況 

 週４日以上のオープンなど高齢者の集まりやすさに対する配慮を求める。主に新

規に高齢者の居場所づくりに取り組む場合を想定。 
 

 百草団地ふれあいサロン（⑨） 

（平成20年 4月開設） 
よりみちさくら（②） 

（平成21年 6月開設） 

南平ふれあいサロン（④） 

（平成13年 11月開設） 

（平成23年 7月ﾘﾆｭｰｱﾙ） 
場
所 

百草999 

百草団地281号棟116番 

多摩平2-6-1 

多摩平の森さくら集会所内 
南平 7-16-14 

体
制 

活動頻度：週4～5日 

常駐ｽﾀｯﾌ人数：2人～ 

活動頻度：週5～6日 

常駐ｽﾀｯﾌ人数：2人～ 

活動頻度：週4日 

常駐ｽﾀｯﾌ人数：4人 

実
績 

ｵｰﾌﾟﾝ日：257日 

来訪者：のべ9,329人 

ｵｰﾌﾟﾝ日：333日 

来訪者：のべ7,056人 

ｵｰﾌﾟﾝ日：195日 

来訪者：のべ3,062人 

 

   
 

 平山ふれあいサロンひだまり（⑦） 

（平成28年 4月開設） 
平山ふれあいサロンソレイユ（⑥） 

（平成28年 7月開設） 

明星地区つながりの家 

アムール（⑧） 

（平成30年 4月開設） 

場
所 

平山2-7-1 平山 3-12-1 程久保2-6-14 

体
制 

活動頻度：週4日 

常駐ｽﾀｯﾌ人数：4人 

活動頻度：週4日 

常駐ｽﾀｯﾌ人数：4人 

活動頻度：週4日 

常駐ｽﾀｯﾌ人数：3人 

実
績 

ｵｰﾌﾟﾝ日：185日 

来訪者：のべ2,721人 

ｵｰﾌﾟﾝ日：199日 

来訪者：のべ3,837人 

ｵｰﾌﾟﾝ日：195日 

来訪者：のべ2,062人 
 

   
 ※各サロンの丸番号は12頁の図との対応を表す 
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▼ふれあい交流活動の活動状況 

 ふれあい交流拠点の基準には満たないが、自主的な運営により高齢者の交流の場

として機能しているような既存の活動を想定。 
 

 談話室ひなたぼっこ（①） 

（平成19年 4月移転） 
南新井ふれあいサロン（⑩） 

（平成22年 7月開設） 

お話サロン（⑤） 

（平成24年 1月開設） 

（平成25年度より助成開始） 
場
所 

大坂上4-20-18 1 階 新井 650-2 
東平山1-7-9 

平山住宅9号棟1階 

体
制 

活動頻度：週4日 

常駐ｽﾀｯﾌ人数：1～2人 

活動頻度：週3日 

常駐ｽﾀｯﾌ人数：2人 

活動頻度：週1日 

常駐ｽﾀｯﾌ人数：4人 

実
績 

ｵｰﾌﾟﾝ日：181日 

来訪者：のべ1,464人 

ｵｰﾌﾟﾝ日：141日 

来訪者：のべ2,002人 

ｵｰﾌﾟﾝ日：42日 

来訪者：のべ1,000人 

 

   
 

 ふれあいサロン万願荘（⑪） 

（平成29年 6月開設） 
お茶にこんね（③） 

（平成29年 7月開設） 

場
所 

日野844-7 

万願荘地区センター 
東豊田1-5-53 

体
制 

活動頻度：週1日 

常駐ｽﾀｯﾌ人数：2人 

活動頻度：週1日 

常駐ｽﾀｯﾌ人数：3人 

実
績 

ｵｰﾌﾟﾝ日：40日 

来訪者：のべ946人 

ｵｰﾌﾟﾝ日：51日 

来訪者：のべ1,031人 
 

  
 ※各サロンの丸番号は12頁の図との対応を表す 
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▼ふれあいサロンスタッフ交流会の開催状況 

 今年度は特に、以下を狙ってスタッフ交流会を開催しました。 

 －活動を見直すきっかけ ：他自治体のサロンの紹介等 

 －おもてなしスキルの向上 ：認知症に関する知識の獲得 

 －仲間との交流  ：サロンの活動紹介～情報交換 

 認知症に関する知識の獲得については、通常よりも開催時間を 30 分延長して、

地域包括支援センターいきいきタウンを講師とする認知症サポーター養成講座を

開催しています。 
 

開催日時 2月 5日（火）14：00-16：30 

開催場所 ひの煉瓦ホール2Ｆ展示室 

参加者 

＜サロン関係者＞：10のサロンのスタッフ、サロン開設を検討する団体の関係者、 

         社会福祉協議会     計 30名 

＜事務局＞：日野市高齢福祉課、地域包括支援センターいきいきタウン、 

        委託事業者     計 7名 

プログラム 

１．情報提供 

2．認知症に関する情報提供 

・「認知症○×カード」を用いた情報交換 

・地域包括支援センターによる講義（認知症サポーター養成講座） 

3．活動報告 

・各サロンの代表による活動の報告 

4．交流タイム（茶話会形式によるテーブル毎の情報交換） 

・自己紹介（名前／所属サロン／印象に残った活動紹介を1つ） 

・フリートーク 

5．おわりに 

・各グループのフリートークの内容を発表して情報共有 
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 コラム 韓国からの視察団 

今年度はふれあいサロンに関してびっくりすることがありました。なんとはるば

る韓国から日野市のサロンに視察がやってきたのです。 

韓国に先んじて高齢化が進む日本の取組を参考にしたいということで、当日は

（もちろん通訳の方を交えて）熱い質疑応答や意見交換が行われました。 

    

  

 ▼当日の説明資料（一部抜粋） 
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１-２-４ ちょこっと困りごとサービス 

（１）取組の概要 

見守り支援ネットワークの検討当初より必要性が指摘されてきた、ひとり暮らし高

齢者等の日常生活の「ちょっとした困りごと」をお手伝するべく、平成20年度からス

タートした取組です。 

対象者からの作業依頼の連絡を受けて、事業に登録するボランティア（「協力員」）

の方が活動を行っています（「協力員」の登録がない地域から作業依頼があった場合な

ど一部の依頼は受付窓口である「（社福）おおぞら」の職員が対応しています）。 

作業を行う際には、訪問先の高齢者の様子について気にかけてもらうようにしてい

ます。 

 

▼取組の基本的な流れ 

 

 

 

 

▼サービスを活用する場合のルール 

 

※平成29年度より、対象者の年齢を70歳以上から65歳以上へと拡大した 

  

・対象者 ：65歳以上のひとり暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯、障害者のみの世帯 

・作業内容：専門技術を必要としない概ね30分以内で終了する継続性のない作業 

（電球の交換、ブレーカー落ちの修復など） 

・利用料 ：１回300円（作業に係わる実費については別途利用者が負担する） 

・利用方法：（社福）おおぞらに直接電話で申込 

・受付時間：土日祝日年末年始を除く午前９時～午後５時 

ちょっとお願いしたい

作業があるのですが。 
対応可能 

対応不可 

ちょこっと困りごとサービスでの対応ができ

ない場合は、希望する内容に対応できるサービ

スが他にないかを調べて案内 
依頼者 

（社福）おおぞらから連絡を受けた「協力員」

が依頼者のお宅を訪問して作業を実施 

→概ね30分以内が目安 

→利用料は300円（作業終了時に支払い） 
（社福）おおぞら

（受付）です。 
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（２）取組の実績 

 新たに2人の協力員の登録があり9人体制となりました。平成26年度以来の増

加です。 

 依頼件数と対応件数も大きく増加し、平成 30 年度は年間 321 件（平均 28 件/

月）の入電、うち206件（平均17件/月）に対応しています。 

 作業内容は多い順に「照明器具等の購入・交換」「家電、建具等の点検・修理」「重

量物の移動（小型家具･粗大ゴミ等）」となっており、全体の 8 割弱を占めていま

す。上位3項目の内容及び割合は前年度と同様の傾向となっています。 

 「専門技術を必要としない」「30分以内」「継続性がない」という条件に当てはま

らずにお断りしたもの（下記「対応不可」に該当）については、以下のような対

応をとっています。 

 －草取り・庭の手入れ、部屋の片付け →シルバー人材センターを紹介 

 －不用品の処分    →リサイクルセンターを紹介 

 －電気工事や家電の修理、水道工事  →専門の業者を紹介 

 

 

▼協力員の登録状況 

年度 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

協力員 

総数 
10人 13人 11人 12人 12人 7 人 7 人 7 人 7 人 9 人 

増減 
+4 人 

-1 人 

+3 人 

-0 人 

+1 人 

-3 人 

+1 人 

-0 人 

+0 人 

-0 人 

+1 人 

-6 人 

+1 人 

-1 人 

+0 人 

-0 人 

+0 人 

-0 人 

+2 人 

-0 人 

 

▼活動実績 
 

年度 

依頼件数 その他の 

電話対応 

（問合せ等）
総数 作業実績 業者紹介 対応不可 

依頼取り

下げ 

平成 28年度 202件 131件 34件 4 件 20件 13件 

平成 29年度 276件 159件 56件 24件 23件 14件 

平成 30年度 321件 206件 66件 10件 30件 9 件 

 

 

  

作業内容は多い順に、 

・ 照明器具等の購入・交換：73件 

・ 家電、建具等の点検・修理：56件 

・ 重量物の移動（小型家具･粗大ゴミ等）：32件 ほか 
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１－３ 今年度の取組の達成状況と次年度の対応案 

1-2-1から1-2-4の取組毎に今年度の成果と課題を以下の通り整理しました。 

▼ふれあい訪問調査（はつらつ・あんしん調査）の成果・課題・対応案 

成果 

・65 歳以上 13,575 人、うち 75 歳以上 7,357 人という大勢の方から回答を得るこ

とができました。特に 75 歳以上の方については、9 割強という高い回収率が続いて

おり、市内の高齢者の生活実態を把握する上で有効な方法となっています。 

・この高い回収率は 75 歳以上で未返送となっているお宅を訪問する民生委員の方々の

おかげですが、その訪問が民生委員と地域の高齢者との貴重な接点にもなっているこ

とも例年の通りです。 

・より有効な調査を目指して新たにボランティアへの関心をたずねる質問を追加しまし

た。この影響か「ちょこっと困りごとサービス」の活動協力員が増加しています。 

課題 

・調査対象となる65歳以上の高齢者が増加しています。 

・今年度も僅かに回収率が減少しています。これは、調査方法を郵送配布・郵送回収方

式に変更した平成25年度以降続いている傾向で、2年に1回という繰返しの調査と

なっていることが調査への関心や提出意欲を削いでいることが疑われます。 

対応案 

・次年度は平成 29、30 年度の 2 か年分の調査結果のとりまとめを行う年であること

から、その内容を、調査対象者を含めた市民に対して広く報告して、調査の重要性を

PRすることが考えられます。 

・また、調査結果をとりまとめた資料は、地域毎に生活支援体制を構築する検討材料と

しても活用していきます。 

 

▼「見守り・声かけ」の成果・課題・対応案 

成果 

・ふれあい見守り推進員は平成 24 年度以来の増加、対象高齢者も減少に歯止めがかか

りそうな状況となっています。 

・協力事業所については、頭打ちとなっている様子の地域も見られますが、全体では増

加が続いており、全489事業所が登録しています。 

・検討部会（3-2-1）の中で各地域包括支援センターから、協力事業所からの連絡が増

えているという報告があります。 

課題 

・対症高齢者が0人になった地域があり、登録者には地域毎に大きな偏りが見られます。 

・ふれあい見守り推進員についても、減少が続いている地域があるほか、登録者も高齢

化が進んでいます。また、地域内でも登録者の居住地に偏りがあるため、登録を希望

する高齢者がいても担当の推進員を見つけるのに苦労するという声があります。 

対応案 

・対症高齢者については、生活支援コーディネーターの活動の中で、支援が必要な方を

新たに登録していくことが考えられます。 

・これを支援するふれあい見守り推進員については、新たな協力者の獲得に向けて、今

年度から検討を始めているPR資料の刷新を推進することが重要です。 

・また、多摩川苑地域で多くの協力者を集めている「わんわん見守り隊」や「たまっと

見守り隊」の活動を、ふれあい見守り推進員と同種の役割を担うものとして、他地域

への展開を促進することが考えられます。 
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▼ふれあいサロンの成果・課題・対応案 

成果 

・今年度も新しいふれあいサロンが1箇所誕生しました。これは、高齢化や空き家の発

生に悩む丘陵部において、都市計画課の空き家対策事業を活用し、開設前の改修等を

行った事例です。 

・来訪者数が増加または横ばいのサロンが多く順調に運営されている様子が窺えます。 

・個別には、平成 26 年度以降来訪者数が減少していた「南新井ふれあいサロン」が来

訪者を回復させているほか、一昨年にオープンした「平山ふれあいサロンソレイユ」

が2年連続で大きく来訪者を増加させている点が特筆すべき成果です。 

・「ふれあいサロンスタッフ交流会」を開催し、例年通り活発な情報交換等を行うことが

出来ました。 

・今年度は韓国からの視察もありました。 

・増加する相談・問い合わせに対応し、サロンの新規開設を適切に誘導するため、サロ

ン開設に関する審査基準（案）を作成しました。 

課題 

・ふれあいサロンの空白エリアを埋めるような新規開設の話があり相談を受けたものの、

実際の開設には至りませんでした。 

・このケースでは、相談時点では審査基準に満たない場合でも（完璧に条件が整ってい

る例は少ない）、諦めることなく状況の改善を進められるよう、開設に向けた手続きや

支援制度を整える必要があることが明らかになりました。 

・サロンの数が増えたことにより、スタッフ交流会の参加者も増加し、「話し合いの時間

が足りない」という声が出てきています。 

対応案 

・空白エリアを中心に新たなふれあいサロンの開設を促進するため、今年度に検討した

審査基準（案）の内容を踏まえて、開設手続き及び支援制度を明確化した新規開設の

手引き（仮）を作成することが考えられます。 

・この手引きの中には、前年度に課題となっていた“虎の巻”的な内容についても反映

することを検討します。 

・手引きの作成とあわせて、新規開設希望者の意欲の向上と既存のサロンの運営力の向

上を目的とするサロン見学ツアー（仮）の実施も検討します。 

 

▼ちょこっと困りごとサービスの成果・課題・対応案 

成果 

・はつらつ・あんしん調査の中に「活動協力員」への関心をたずねる質問を追加するな

ど協力者の確保に取り組んだ結果、新たに2人の登録があり9人体制となりました（平

成26依頼の増加）。 

・依頼件数も大きく増加しており、平均して毎日1件程度の依頼の電話がありました。 

・作業実績も206件（平均17件/月）、対応不可が大きく減少しているのも特徴です。 

課題 

・依頼件数や作業実績は増加していますが、サービス対象者である 65 歳以上のひとり

暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯、障害者のみの世帯の数を考慮すると、ちょっと

した困りごとのニーズはまだまだあると思われます。 

・近年は「照明器具等の購入・交換」「家電、建具等の点検・修理」「重量物の移動（小

型家具･粗大ゴミ等）」が作業実績の8割前後を占める傾向がありますが、新しい作業

ニーズの掘り起こしも課題です。 

対応案 

・引き続き協力者の確保と事業の PR に取り組んでいきます。特に多くの登録があった

地域では積極的に事業PRを行うことが考えられます。 

・新しい作業ニーズの掘り起こしに向けて、今後も関係者と相談しながらサービスの中

で対応できる内容を少しずつ拡大していきます。 
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第２章「より良いネットワークの構築支援」 

２－１ 取組の概要 

前章で報告した既存の見守りパターンの見直し・改善や、平成22年度より企画検討

をはじめた“気にかけ”運動の更なる周知・普及、見守り支援ネットワーク全体に関

する市民啓発など、見守り支援ネットワークを将来にわたって持続・発展させていく

ための仕組みや体制づくりに取り組んでいます。 

こうした総合的な支援について、今年度は下図のような枠組みを設定し、一般の市

民、一定の意欲のある人（協力者候補）、既に協力者として活動している個人・団体等

をターゲットにそれぞれ働きかけを行っています。この枠組みは、次頁に掲載する気

にかけ運動の3つのステップにも対応するものです。 

 

▼今年度の取組イメージ 

 

  

気にかけ運動（一般の地域住民） 

協力者 

（有志） 
１ 一般市民を対象にした 

“気にかけ”の意識付け 

→メール配信システムの

導入の検討 

2 意欲の高い人の後押し 

→優れた取組等の周知 

→気にかけ相談日の開催、 

その他個別相談への対応 

→サロン開設手続き等の検討 

３ 既存の取組・団体の活性化 

→モデル地区勉強会の開催 

→地区別勉強会の開催 
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▼気にかけ運動の3つのステップ 

 向こう三軒両隣の関係の再構築を目指して、以下のステップを設定し、市民への

働きかけを行っています。 

 

  
① 見ざる 言わざる 聞かざる からの脱却 

まずは、周りの方を緩やかに“気にかけ”て、深刻な状況になる前に適切なサービスにつ

なげること、そのために高齢者等のちょっとした異変を発見して、速やかに地域包括支援セ

ンターに連絡が入る体制を目指しましょう。 

② 一歩踏み込んだ地域づくり 

これだけでは足りない／もっとできそうだと思ったら、上記からさらに一歩踏み込んだ活

動を展開している地域の事例を参考に、どんなことができそうか地域の中で話し合ってみま

しょう。 

      例）地域の中で“気になる”方を 見守る 仕組みをつくる 

      例）高齢者が集まる地域の拠点（サロン）をつくる 

      例）地域の中で困っている方を支える仕組みをつくる 

   

 

③“向こう三軒両隣”のお付き合いへ 

日頃からお互いに気にかけあっていれば、相手の様子の変化に気付いてあげられるだけで

なく、日常のちょっとした困り事や災害時に助け合える関係にもつながります。また、心配

な方を適切なタイミングで支援につなぎ、孤立死のような悲しい事件を未然に防ぐ特効薬と

なることも期待されます。目指しているのは、このような“向こう三軒両隣”の再構築です。 
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２－２ 各取組の実施状況 

２-２-１ 一般市民を対象にした“気にかけ”の意識付け 

（１）取組の概要 

見守り支援ネットワークでは、対象高齢者とふれあい見守り推進員をマッチングし

た１対１の見守り・声かけを中心に活動を広げてきました。しかし、事業開始から数

年が経過し、「登録を拒否するが心配な高齢者がいる」「他にも目が行き届いていない

高齢者がいる」といった課題が明らかになってきたことから、見守る相手を特定せず

に広く身の回りを対象とする“気にかけ”を 登録を要せず誰でも気軽に参加できる“運

動”として始めようという「気にかけ運動」の展開を進めています。 

この「気にかけ運動」の展開については、前年度までは勉強会を中心に進めていま

したが、一般の市民には敷居が高くなかなか参加してもらえないことが課題となって

いたため、平成30年度は個人でも気軽に参加でき、かつ定期的に意識啓発を図ること

ができるような「メール配信システム」を活用した新しい方式の導入について検討を

行いました。 

 

▼「メール配信システム」のイメージ 

 下図に示す認知症徘徊高齢者 SOS ネットワーク（以下、SOS ネットワーク）の

メール配信システムを参考に、一般市民に向けた“気にかけ”意識の啓発を図る

（色つきの部分が該当） 

 

 ①運動への参加を「メール配信システムへの登録」と定義する 

 ②定義が明確になることでＰＲが容易となる 

 ③２かつ参加のハードルが低くなることで多くの方の登録が期待できる 

 ④登録により接点ができた方々に対して定期的な情報発信を行う 

 （○月のミッション、優れた取組の紹介、イベント等の案内など） 
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（２）取組の実績 

平成30年度は、メール配信システムの導入準備の年と位置づけて、以下の内容につ

いて調査、検討を行いました。 

 配信方法：SOS ネットワーク等の既存システム中の提供情報の１つとして、“気

にかけ”に関する情報を追加するのが良いのか、全く新しいシステムを導入する

のが良いのか、導入コスト、手続き、登録者の手間といった視点から検討を行い

ました。 

 配信内容：“気にかけ”意識の啓発にあたってどのような情報発信を行うのが良い

かを検討し、次頁に示すような「ニュース（情報提供）」「チェックポイント（気

にかけの意識啓発）」「投稿コーナー（参加意識の醸成）」という複数トピックでバ

ラエティある構成する案をまとめました。 

 取組の進め方：大規模なシステムの場合、稼働後に修正等を行うのが難しいこと

から、見守り支援ネットワークの既存の協力者からスタートして、徐々に一般の

地域住民まで対象を拡大していくような進め方を想定し、登録可能性や希望する

配信内容などを尋ねるアンケート調査票（26頁参照）を作成しました。 

 

▼メール配信システムにより情報発信を行っている他市の例 

 （メールだけでなく LINE でも情報発信を行う所沢市社会福祉協議会／同HPより） 
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▼配信する内容のイメージ 
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▼既存の協力者を対象にした意向調査のイメージ 
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 コラム “気にかけ”チェックリストの配布 

メール配信のように定期的な情報発信はできませんが、以下のようなリーフレッ

トを配付するのも有効な方法の１つです。 

多摩平の森自治会（2-2-3参照）では、毎年実施している防災訓練の中で、災

害時のお役立ち情報の一種としてこのリーフレットを配付し、地域住民の方々に

“気にかけ”意識の啓発を図りました。 

    

 ▼気にかけチェックリスト（リーフレット） 
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 コラム 認知症○×カードの作成 

高齢福祉課では、認知症の基礎知識や対応をクイズ形式にまとめたカードを作成

しました。 

このカードの第一の狙いは、認知症に対する正しい知識と理解を持ち、認知症の

人やその家族に対して正しい手助けができるようになることですが、多くの人が感

心を持っている認知症の問題を入口に、より幅広い地域の“気にかけ”について話

をするきっかけになるという効果も期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ▼認知症○×カードの使い方 

① カードを机上に並べる※ 

② 最初の人がカードを1枚取り上げる 

③ 選んだカードを読み上げて、ⓐⓑのどちらが正しいと思うかを回答 

④ カードを裏返して全員で答えを確認 

⑤ ②～④の作業を順番に行いながら、気になることを話し合いましょう！ 

※ 人数が少ない時は予め参加者にカードを配って②～⑤の順に進めてもＯＫ 

          

  

カードをきっかけに 

「こんなことがあった」

「こんな時はどうした

ら良い」といった情報交

換が進みます！ 
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２-２-２ 意欲の高い人の後押し 

（１）取組の概要 

前項のように、登録を要せず誰でも気軽に参加できるような“気にかけ”の意識付

けを行うだけでなく、ふれあい見守り推進員等のように見守り支援ネットワークに対

してもう一歩進んだ協力をしていただける方＝新しい担い手の確保にも取り組んでい

ます。 

具体的には、まず既存の取組について「市内ではこんなことをやっている」という

例を知っていただき、気にかけ運動相談日等の機会を通じて関心を持った方の後押し

をすることを狙って以下の通り作業を進めました。 

 

▼取組の内容 

取組項目 内容 実施・開催実績 

１．優れた取組等

の周知 

・現在の取組内容の報告や市内外の面白い活動

をニューズレターで特集 

・さらに、より多くの方の目に届くようニュー

ズレターの配布先を拡大 

（詳細は 3-2-2 事業 PR の実

施を参照のこと） 

２．気にかけ運動

相談日 

・毎月15日（土・日・祝日の場合は翌平日に

振替）を“相談日”と定めて、市役所窓口に

て気にかけ運動に関する質問や相談に対応 

・0件の相談対応 

３．その他、個別

の相談への

対応 

・気にかけ運動相談日以外で、個別に市役所ま

たは地域包括支援センターに相談があった

ケースに対応 

・1件の相談対応 

（サロンの新規開設希望） 
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（２）取組の実績 

 地域包括支援センター多摩川苑の地域で新たにはじまった「わんわん見守り隊」

の活動をニューズレター及び地区連絡会で紹介したところ、他の地区でも「やっ

てみたい」という声があがっており、新たな協力者の獲得に繋がりそうです。 

 飛び込みの相談がなく、気にかけ運動相談日の相談対応は0件でした。 

 別途対応したふれあいサロンの新規開設希望の案件については、場所、人の両方

の条件が整わず年度内の開設には至りませんでした。 

 この相談のケースのように、場所、人の両方またはいずれかの条件が整っていな

い場合でも、サロン開設に向けて準備を進めることができるように、開設に向け

た手続きと支援の条件を明確化するという環境整備も進めているところです。 

 

▼“相談日”の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼サロン開設に係る補助金の申請スケジュールのイメージ 

 

 

  

申
請
書
類
の
配
付

申
請
書
類
の
提
出

・

事
前
相
談

選
考

補
助
金
交
付
決
定

補
助
金
交
付

・事前相談
・ふれあい活動型の
補助（回数×金額）

次年度以降は“相談日”を廃止して、いただいたご相談に随時

対応する予定となっています。まずは気軽にご一報ください。 



 
 
 

31 

 

 コラム わんわん見守り隊 

多摩川沿い等で犬の散歩をしている人が多い地域の特徴を活かして、地域包括支

援センター多摩川苑が新たに始めた取組で、日頃の愛犬のお散歩を通じて地域の見

守り活動につなげるボランティア活動です。 

また、多摩川苑地域ではこの他にも、「犬を飼っていないけれど ご近所をよく散

歩しているよ」という方が、「わんわん見守り隊」同様にご近所の様子を気にかけ

る「たまっと見守り隊」という活動も始まっています。 

やることは対象高齢者とマッチングされていないふれあい見守り推進員さん

（「買い物等のついで地域の高齢者の様子を気にかける」）と同じですが、毎日のよ

うに出かける犬の散歩等のついでという気安さからか、次に紹介した「たまっと見

守り隊」とあわせて約50人もの方が既に活動を始めています。 

 ▼気にかけチェックリスト（リーフレット） 
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２-２-３ 既存の取組・団体の活性化 

（１）取組の概要 

前年度は、南平地区を「モデル地区」に設定し、「気にかけ運動」（“気にかけ”意識

の啓発や新たな活動の実施の後押し）を広げる勉強会を企画・開催しましたが、既に

自主的な活動を展開する自治会関係者の参加が多く、「既存の活動を活性化したい」「新

しい仲間を取り込みたい」といったニーズがあること、勉強会という形式では一般の

地域住民へのアプローチが難しいことを確認しました。 

そこで平成30年度は、“一般の住民にも気にかけ意識を広げる”というよりも、既

に様々な活動を展開している意欲の高い自治会等の“もう一歩進めたい”というニー

ズに応えることを目途に、多摩平の森地域を「モデル地区」とした検討会議を開催す

ることとしました。 

また、「モデル地区」への展開とあわせて、これまでも継続して地区別勉強会の開催

（既存の協力者に対する出張説明）も実施しています。 

 

▼取組の内容 

取組項目 内容 実施・開催実績 

１．「モデル地区」

検討会議の開

催 

・市内でも特に高齢者数が多く、また住民

の入れ替わりが激しいため住民同士の交

流が難しくなっている多摩平の森地域を

対象に、地域の課題や今後の活動計画を

考える全4回の検討会議を実施 

・多摩平の森地域地域ケア会議 

（合計4回） 

２．地区別勉強会 

への参加 

・見守り支援ネットワークの既存の協力者

に対して、地区単位で開催される連絡会

等の機会を通じて「気にかけ運動」に関

する情報提供を実施 

・いきいきタウン地区連絡会 
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（２）取組の実績 

 多摩平の森地域では、関係者の知恵を出し合って「これからどのようなことに取

り組んでいけば良いか」を計画にまとめ、新たな一歩を踏み出してもらうことを

目標に、以下のような全4回のプログラムを実施しました。 

 毎回 20 人以上集まった参加者からは、こうした機会を通じて多くの課題の指摘

やアイディアの提出がなされ、最終的に次頁に掲載するような地域・個人の目標

を計画としてまとめることができました。 

 また、会議で出された「表札が出ていない」という課題への対応として、実際に

表札の有無を確認する行動に着手した結果、「転入者に住宅管理者から表札の掲示

をお願いする」という協力が得られることになりました。 

 いきいきタウン地区連絡会では、過去に「気にかけ運動」について何度か説明を

行っていることから、直前に地域内で発生した孤立死を切り口に、悲しい事件を

未然に防ぐために「向こうから声をかけてもらう」「地域の中で仲間を増やす」た

めにどうすれば良いかをテーマに説明と話し合いを行いました。 

 

▼多摩平の森地域 地域ケア会議 全４回の開催概要 
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▼検討会議でまとめた地域の計画 

 

 

▼同 個人の目標（一部を抜粋） 

 

子ども達も参加出来る

地域の場の充実。 

集会所を 16 時以降も有効活用

して多世代の人がふれあえ、声

がかけあえる場づくりを。 

自治会活動の案内、参加のお誘い

を積極的に行いたい。 

この春、９号棟の集いを 

やってみたいと思います。 

号棟毎の集まり（年に２回

くらい？）をやってみたい。 

好きなこと（コーラス、朗読）を続け良き人達

との温かい関わりを大切に生きていきたい。 

みーんなと仲良くやってゆけるよう緩

やかに過ごしたい。 

声かけ、挨拶をしていきたい。 

エレベーターで一緒になった

ら誰でもひと言声をかける。 

自分の居住地域の方々の顔を覚えるよう

努めます。あいさつ、声かけ、立ち話を心

がけます。 せめて同じ棟の人とはあい

さつできる関係でありたい。 

 

・初心者DAY、初心者コースを設ける 

・若い人用の居場所を用意する（世代

を超えた交流） 

・新しい人が参加しやすい新しいグル

ープをつくる 

１つ１つの実（方針）の中には以下の

ような沢山のアイディアがつまって

います 

・防災訓練の広報を工夫する（防災

訓練だけは色つきの紙で） 

・掲示板の活用 

・防災訓練のお知らせとマグネットを

持って各戸を訪問する 

・フロア内で声かけし合う 実の種類の違いは・・・ 
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▼包括いきいきタウン地区連絡会の開催概要 

開催日時 3月 13日（木）14：00～15：30 

開催場所 平山李重ふれあい館 2F 集会室 

参加者 

＜地域住民＞ 

民生委員、ふれあい見守り推進員   計12名 

＜事務局＞ 

包括いきいきタウン、高齢福祉課、委託事業者 計5名 

プログラム 

１．はじめに 

・認知症○×カードを使ったアイスブレイク 

・孤立死の発生状況の特徴の紹介 

・本日の情報提供の趣旨の説明 

２．個人情報保護の重要性について 

・なぜ個人情報保護が重要なのか 

・不安を抱えている人が声をかけやすい雰囲気や関係づくりの勧め 

３．見守り支援ネットワーク及び気にかけ運動の取組について 

・全市的な取組の進捗状況の紹介 

・他地区の新しい取組の紹介 

・新たに検討中の取り組みの紹介 

４．テーブル毎の話し合い 

 

 

▼「向こうから声をかけてもらう」「地域の中で仲間を増やす」ためのアイディア 

 （話し合った内容からの抜粋） 

 
  

話しかけが大事。 

挨拶を気持ちよくすること。 

 
まず顔見知りになること。

時候の挨拶から。 

自治会に声をかける。老人会

にも協力を頼む。 

サロンに行って仲間、友達をつ

くる。市の体操等に参加する。

老人会に参加する。 

方法はだいたい出ているが、拒否

傾向の方への対応が課題。 

ふれあいサロンなど誰でも自由

に出入りができ、話しができる

場が近くにあると良い。 

協力者集めに苦戦している。趣旨は

概ね理解してもらえるが、1人1人に

さらに理解してもらえるようにしたい。 

話をよく聞く。頼まれたことはすぐ

やってあげて「この人に頼めば大丈

夫」という信頼をつくる。 
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▼同 説明内容の概要（抜粋） 

  
 アイスブレイク 

 （認知症○×カード） 

 孤立死の発生状況の紹介 

 （都内の単身世帯のデータ） 

  
 個人情報保護の重要性 

 （もう１つの視点） 

 個人情報保護の勧め 

  
 既存の取組の進捗状況と 

 他地域の新しい取組の紹介 

 地域の中で“気にかけ”の課題や 

 活動目標を話し合った例の紹介 
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 コラム ひとり暮らしの高齢者のお宅への戸別訪問 

多摩平の森地域の地域ケア会議では、市内で優れた活動を行っている団体をゲス

トにお呼びして、参考となる取組を学ぶ機会を設けました（第２回）。このゲスト

が高幡台団地「手と手の会」です。 

「手と手の会」の活動は、過去にニューズレター等でも紹介していますが、「団

地内のひとり暮らしの高齢者約100人を自分達でリストアップし、そのお宅を約

15人のメンバーが毎月回訪問して声かけを行う」という素晴らしいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ▼「手と手の会」の活動の概要 

《活動のきっかけ》 

・住民の高齢化が進み高齢者の一人暮らしが増える中で、引きこもりや孤立死の問

題を何とかしたいと考えていたところ、市から「気にかけ運動」の呼びかけがあ

り、当時の自治会役員が中心となって活動を始めました。 

《活動の対象や狙い》 

・特に新しく越してきた方、それからご夫婦で暮らしている方は良いのですが、ど

ちらかが亡くなってお家にこもるようになってしまった方を気にしています。 

《活動の内容》 

・もともと自治会が「ふれあい喫茶」などを開催していましたが、心配な方がなか

なか出てきてくれないという課題があったため、メンバーで話し合い、「担当を

決めてこちらから気になる方のお宅を定期的に訪問する」方法を考えました。 

・訪問先も自分達で話し合って決めました。現在も新しく越してきた方を随時追加

しています。 

・その他、各月の訪問の結果を報告・相談する定例会を、絶対に他言はしないとい

うルールで開催しています。和気藹々と話ができメンバーの仲も良好です。 

《工夫していること》 

・最初に訪問した時は、インターホン越しに「何の用ですか」と言われて帰ってき

ました。どうしたらよいかと考えて、地域のイベント等を記載したチラシを作成

し、「今月のお知らせを持って参りました」と声をかけるようになりました。 

・不在のお宅には、チラシに訪問者の名前と電話番号を書いてポストに投函してい

ます。最近は帰宅後にチラシを見て電話をかけてくれる方もいます。 
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 コラム 幻の企画“気にかけ”スタンプラリー 

多摩平の森地域では、毎年「みんなの安心フェスティバル」という防災訓練を核

とした大規模なイベントを開催しています。 

多くの住民が参加するこうしたイベントの中で、平時の安心につながる“気にか

け”を学ぶ取組ができないかと考え開発したのが“気にかけ”スタンプラリーです。 

 

 

今回は、残念ながら準備不足のため実施できなかったのですが、若い人にも比較

的関心の高い防災訓練や地域のお祭り等の機会にこのようなスタンプラリーを実

施してみませんか？ 

 ▼スタンプラリー台紙のイメージ 

   

以下のような項目をチェックポイントに設定し、これを回ることで 

参加者はゲーム感覚で“気にかけ”意識を身につけることができる 
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２－３ 今年度の取組の達成状況と次年度の対応案 

各取組の実施状況を踏まえて今年度の成果と課題を以下の通り整理しました。 

▼成果・課題 

成果 

・前年度の反省を踏まえて従来の勉強会を中心とした進め方を改め、狙いや対象を以下

の3段階に分解した新しい枠組みを構築することができました。 

《一般市民を対象にした“気にかけ”の意識付け》 

・より多くの方々に気にかけ意識をもっていただく方策として、「メール配信システム」

を活用した方式の導入について具体的な検討を開始しました。 

・その他、昨年度に作成した“気にかけ”チェックリストや認知症○×カード（28 頁

コラム参照）など小規模なツールの配付や作成も行っています。 

《意欲の高い人の後押し》 

・多摩川苑地域で昨年度から新たに始まった「わんわん見守り隊」を、活動意欲の高い

“個人”の受け皿の１つと位置づけて、ニューズレター等でPRを行いました。 

・その結果、他の場所で「やってみたい」という声があがっており、新たな協力者の獲

得に繋がりそうです。 

《既存の取組・団体の活性化》 

・多摩平の森地域を「モデル地区」とした検討会議を開催し、地域が抱える課題の把握

と、解決策のアイディアやこれをまとめた計画の作成を行うことができました。 

・また、会議で話し合った内容の中でできることから行動を始めた結果、１つの課題が

解決に向かって前進することとなりました。 

・地区別勉強会（地区連絡会）では、民生委員さん、ふれあい見守り推進員さんが新し

い仲間を獲得するためのツールとして、認知症○×カード（28 頁コラム参照）を紹

介することができました。 

課題 

《一般市民を対象にした“気にかけ”の意識付け》 

・「メール配信システム」については、既存システムとの関係の整理など課題も多く、年

度内に導入することができませんでした。 

・その結果として、より多くの人に気にかけ意識を持ってもらうための働きかけがやや

不十分となりました。 

《意欲の高い人の後押し》 

・意欲の高い“団体”の受け皿となるふれあいサロンについては、新規開設の話があっ

たものの実現には至りませんでした。 

・このケースから、条件が整っていない場合でもサロン開設に向けて準備を進めること

ができるような環境整備が必要という課題が明らかになりました。 

・気にかけ相談日については、意欲の高い個人、団体の両方をサポートする役割を担っ

ていますが、今年度は相談実績が0件で必要な人に認知されていないという課題が明

らかになりました。 

《既存の取組・団体の活性化》 

・今年度は多摩平の森地域（多摩平の森自治会の地域）を対象に中身の濃い検討ができ

た一方、複数の自治会が存在する南平地域全域を対象にした前年度のように多くの取

組・団体への働きかけができていないという課題があります。 

・検討会議の内容については、前年度に評判の良かった他地域との交流を手がかりに新

しいプログラムを検討した結果、前年度に開発した「気にかけ運動ワークブック」を

有効活用することができませんでした（チェックリストを抜粋して配付）。 

・地区別勉強会では、“気にかけ”運動に関する基本的な紹介は概ね完了していることか

ら、次の段階として、今年度のような具体的なツールの提供を継続して実施していく

ことが重要です。 
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▼対応案 

対応案 

《一般市民を対象にした“気にかけ”の意識付け》 

・市民にとっては気軽に参加（登録）ができ、運営者にとっては登録者との良好なつな

がりが維持できる（定期的に啓発ができる）という強みのある「メール配信システム」

を柱としながら、多様な方法で“気にかけ”の意識付けに取り組むことが重要です。 

《意欲の高い人の後押し》 

・ふれあい見守り推進員等の登録やふれあいサロンへの補助などを含む市の支援制度に

ついては、市民の目の付きやすい場所に提示して認知度の向上を図る必要があります。 

・一方の、後押しという部分については、“相談日”の限界も見えてきていることから、

以下のような方針で対応していくことが考えられます。 

－“相談日”という形ではなく「すぐ相談したい」に適宜対応する形に変更する 

－ 相談窓口として認知されている地域包括支援センターのサポートに注力する 

《既存の取組・団体の活性化》 

・自ら課題や対応策を考え、具体の行動につなげていくことを狙った「モデル地区」で

の検討会議を他の地域でも開催するとともに、検討の成果を発信して、より多くの取

組・団体の活動の底上げを図る必要があります。 

・検討会議の開催にあたっては、多摩平の森地域と「手と手の会」との交流と同様のプ

ログラムを実施して、双方の活性化やつながりの強化を図ることが効果的です。地区

別勉強会においても同様の取組を実施することが考えられます。 

・既に勉強会等を開催した多摩平の森地域や南平地域に対しては、新たな取組や課題解

決のお手伝いを継続的に実施するで、他地域のモデルとして確立する（あるいは他地

域で活用できるツールを開発する）ことが重要です。 

・「気にかけ運動ワークブック」についても新しい仲間を獲得するためのツールや既存の

取組・団体を活性化するツールとして使えるものとなるよう、簡素化などの改善を検

討することが考えられます。 
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第３章「ネットワーク運営に関するその他の支援」 

３－１ 取組の概要 

個別の取組（第1章）やより良いネットワークの構築に向けた新しい取組（第2章）

を進めるために、参考となる情報を収集し、然るべき場で検討を行った上で、関係者

への働きかけを行うという流れを毎年実施しています。 

この作業の中心となるのが、事項で紹介する「見守り支援ネットワーク検討部会」

です。 

 

▼現在実施している取組 

 

  

作戦本部的な機能を持つ検討部会の開催 

「ニューズレター」による事業PRの実施 他自治体の先進事例や国、都の動向の検討調査 
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３－２ 各取組の実施状況 

３-２-１ 検討部会の開催 

（１）取組の概要 

「見守り支援ネットワーク検討部会」は、見守り支援ネットワークの作戦本部的な

機能を持つ場として平成26年度に立ち上げた会議です。メンバーは地域包括支援セン

ターと高齢福祉課で構成し、見守り支援ネットワークの活動方針を検討するほか、各

地域の取組状況の共有などを行っています。 

 

▼実施スケジュール 

開催時期 取組項目 内容 

平成 30年 

7 月 19日 

平成30年度第1回見守り支援 

ネットワーク検討部会 

・平成30年度の活動方針について 

・平成30年度のスケジュール（案）につ

いて 

12月 19日 
平成30年度第２回見守り支援 

ネットワーク検討部会 

・ふれあいサロンに関する改善点について 

・メール配信システムの導入等による見守

り・声かけ、気にかけの改善について 

平成 31年 

3 月 13日 

平成30年度第３回見守り支援 

ネットワーク検討部会 

・聞き書きワークショップ～サロンらしさ

をカルタにしてみよう  ほか 

平成30年6月

～平成31年2

月 

地域包括支援センターすてっぷ、

あいりんとの打合せ 

・多摩平の森地域の勉強会の進め方につい

て 
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（２）取組の実績 

平成30年度は、以下の通り計3回の検討部会を開催し、第１章、第２章に掲載する

内容について各種の検討を行っています。 

 

▼平成30年度第1回見守り支援ネットワーク検討部会 

開催日時 7月 18日（火）10：00-12：00 

開催場所 日野市役所301会議室 

参加者 

＜包括支援センター＞ 

9包括の相談員    計 11名 

＜事務局＞ 

日野市高齢福祉課、委託事業者  計 3名 

＜その他＞ 

日野市都市計画課   計 2名 

プログラム 

０．開会 

１．気にかけ運動について【報告】 

２．見守り・声かけのネットワークについて【報告／検討】 

３．ふれあいサロンについて【報告／質疑応答】 

４．検討部会のスケジュールについて 

議事概要 

１．気にかけ運動について 

・各包括に対して、地域懇談会への出張説明のリクエストがある場合には情報提

供と事前相談の実施を依頼した。 

・各包括に対して、気にかけ運動に関心がありそうな個人・団体への相談日やそ

の他の提供可能なプログラムに関するＰＲの実施を依頼した。 

２．見守り・声かけのネットワークについて 

・各包括より現在の取り組み状況について報告し、全体の情報共有を図った。 

・事務局及び包括多摩川苑より新たな取組「わんわん見守り隊」等の概要を紹介

した後、全市での展開に向けて各包括の意向を確認した。 

・功労者への表彰は該当人数（5年到達者）が多い場合のみ実施することを確認

した。 

・その他、登録書式及び声かけ回収に関する変更点等について説明を行った。 

３．ふれあいサロンについて 

・昨年度の活動状況とサロン開設に対する支援制度の概要の紹介を行った。 

・各包括に対して、サロンの新規開設の要望や既存のサロンの評判に関する情報

提供を依頼した。 

４．検討部会のスケジュールについて 

・資料をもとに今年度の活動スケジュールを確認した。 
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▼平成30年度第2回見守り支援ネットワーク検討部会 

開催日時 12月 19日（水）10：00～12：00 

開催場所 日野市役所502会議室 

参加者 

＜包括支援センター＞ 

8包括の相談員    計 8名（1包括欠席） 

＜事務局＞ 

日野市高齢福祉課、委託事業者  計 4名 

プログラム 

０．開会 

【報告事項】 

１．多摩平の森地域の活動について 

２．全国地域包括・在宅介護支援センター研究大会について 

３．その他、各包括の活動状況について 

【検討事項】 

１．ふれあいサロンについて 

２．見守り・声かけ～気にかけ運動について 

３．その他 

議事概要 

【報告事項】 

・各包括より現在の取り組み状況について報告し、全体の情報共有を図った。 

【検討事項】 

・各包括の活動状況等について情報共有を図った。その他、登録書式及び声かけ

回収に関する変更点等について説明を行った。 

１．ふれあいサロンについて 

・サロンの新規開設がありそうな箇所について情報共有を図った。 

・サロンに対する支援の是非を判定する基準の本格導入に向けて内容の精査を行

うことを決定した。 

・サロン開設に向けた支援主体や内容を確認し、サロン開設の手続きをまとめた

資料を作成することを決定した。 

２．見守り・声かけ～気にかけ運動について 

・メール配信システムの導入に向けて、ニーズの有無を確認するアンケート調査の

実施などを通じて配信先の精査等の準備を進めることを決定した。 

・新たな協力者の獲得に向けて以下の作業を進めることを確認した。 

 －ニューズレターの配布先を拡大する 

 －取組の概要を紹介するチラシのリニューアルを検討する 
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▼平成30年度第3回見守り支援ネットワーク検討部会 

開催日時 3月 13日（水）10：00～12：00 

開催場所 日野市役所503会議室 

参加者 

＜包括支援センター＞ 

9包括の相談員    計 9名 

＜事務局＞ 

日野市高齢福祉課、委託事業者  計 4名 

プログラム 

０．開会 

【報告事項】 

１．多摩平の森地域の検討の成果について 

２．ふれあいサロンスタッフ交流会について 

３．その他、各包括の活動状況について 

【検討事項】 

１．見守り・声かけの協力者の獲得について 

２．ふれあいサロンの開設支援について 

３．その他 

議事概要 

【報告事項】 

・各包括より現在の取り組み状況等について報告し、全体の情報共有を図った。 

【検討事項】 

１．見守り・声かけの協力者の獲得について 

・取組の概要を紹介するチラシのリニューアルに向けて現在の使用状況を確認

し、改善の方向性を確認した。 

・チラシの他に協力者に渡すグッズを作成すること、今後は事務局が叩き台を作

成して内容を確認することを決定した。 

２．ふれあいサロンの開設支援について 

・判定基準の使用イメージを紹介した。 

３．その他 

・メール配信のニーズ等を確認するアンケートの実施に向けて、各包括の連絡会

（次年度）の開催時期を確認した。 
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３-２-２ 事業ＰＲの実施 

（１）取組の概要 

見守り支援ネットワークは、社会的にも孤立しがちな高齢者を地域での支えあいを

通じ見守り、支援することによって「安心していきいきと暮らせるまち」づくを目指

すものです。こうした支えあいには市民の理解と協力が不可欠であることから、事業

開始当初から「ニューズレター」を発行して、現在の取組内容の報告や市内外の活動

の紹介などを行い、見守り支援活動に関する理解の促進と普及啓発を図っています。 

平成30年度は、この「ニューズレター」を合計3号作成したほか、より多くの方の

目に届くよう配布先の拡大にも取り組みました。 

他に「広報ひの」への情報の掲載や、市民活動フェア、地域懇談会といった関連の

深い会合等への参加を行う年もありますが、今年度はこうした取組は行っていません。 

 

▼事業ＰＲの実施内容 

発行／開催時期 取組項目 内容 

平成 30年 

10月 
ニューズレター第30号の作成 

・多摩川苑地域で新たに始まった「わんわん

見守り隊」の取組をご紹介します！ 

平成 31年 

2 月 
ニューズレター第31号の作成 

・協力事業所「もぐさ駅前薬局」さんの取組

のご紹介 

平成 31年 

4 月 
ニューズレター第32号の作成 

・多摩平の森地域で“気にかけ”運動を取り

上げた地域ケア会議を開催しました！ 

※前年度報告書では第31号までニューズレターを発行したと報告していましたが、通算号数の

カウントに誤りがあったため、これを改め今年度第１号は第30号となっています 
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（２）取組の実績 

平成30年度は、「自分達もこんなことをやってみたい」と感じるような内容を意図

して、以下の3号のニューズレターを作成しました。3号のニューズレターはそれぞれ、

まだ見守り支援ネットワークに参加していない人、既に協力いただいている人（協力

事業所）、地域で一歩進んだ活動を自主的に展開している団体を主対象としています。 

さらに、上記のような作成意図に対応して、以下の各施設を配布先に加え施設配付

分の部数を倍増することとし、より多くの人にニューズレターを手に取ってもらえる

ような対応も行っています。 

 図書館、公民館、郷土資料館、市民会館やふれあいホール等の文化施設 

 集会施設や福祉センター等の地域住民が集まる施設 

 生活保健センターや支所、社会福祉協議会等の公的機関の窓口 など 
 

▼ニューズレター第30号の概要 

発行時期 平成 30年 10月 

内  容 

特集「多摩川苑地域で新たに始まった「わんわん見守り隊」の取組をご紹介します！」 

＜表面／1頁＞ 

・わんわん見守り隊の概要の紹介 

＜見開き／2・3頁＞ 

・わんわん見守り隊ってどんな活動～隊員の証言から見えた４つのポイントの紹介 

＜裏面／4頁＞ 

・こんな活動をやってみたいと思った方は（活動への参加のお誘い） 

▼ニューズレター第31号の概要 

発行時期 平成 31年 2月 

内  容 

特集「協力事業所「もぐさ駅前薬局」さんの取組のご紹介」 

＜表面／1頁＞ 

・活動紹介の趣旨説明 

・地域包括支援センターからの推薦のコメント 

＜見開き／2・3頁＞ 

・取組の概要 

・担当の方へのインタビュー 

＜裏面／4頁＞ 

・市内の事業所の皆さまへ（登録のお願いと活動内容に関する情報提供等のお願い） 

▼ニューズレター第32号の概要 

発行時期 平成 31年 4月 

内  容 

特集「多摩平の森地域で今後のご近所付き合いや支え合いについて話し合いました！」 

＜表面／1頁＞ 

・取り組みの概要紹介 

＜見開き／2・3頁＞ 

・多摩平の森地域の方々が考えた今後の活動計画（検討の成果） 

＜裏面／4頁＞ 

・防災訓練のススメ（多摩平の森地域のその他の取組のご紹介） 

・こんなことをやってみたい、話だけでも聞いてみたいと思った方は 
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（２）取組の実績 

▼ニューズレター第30号の内容 
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▼ニューズレター第31号の内容 
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▼ニューズレター第32号の内容 
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３-２-３ 先進事例の検討調査 

（１）取組の概要 

見守り支援ネットワークでは、既存の取組の改善や新しい取組の検討を図るにあた

って、参考となる他自治体の先進事例や国、都の動向を調査しています。 

平成30年度は「メール配信システム」の導入検討（2-2-1）にあたって、登録手続

き及び情報発信の内容について以下のような調査を行いました。特に前者については、

「認知症SOSネットワーク」でシステムの変更を行った際に再登録手続きが障壁とな

ってか多くの登録廃止が多く発生したことを踏まえて、他の事例ではどのような登録

手続きを行っているか確認しています。 

 

▼事業ＰＲの実施内容 

実施時期 調査項目 調査対象 

平成 30年 

6～7月 

・登録手続きの例 

・情報発信の内容の例 

以下の①を中心に、実際の内容イメージを検討する際に

②も参照することとした。 

①公的機関が導入しているメール配信システム 

・SOSネットワークと同様のシステムを活用している例 

・その他のシステムを活用している例 

②その他、一般のメールマガジン 

 

 

（２）取組の実績 

登録手続きについては以下のような内容を確認した。 

 メールアドレスを預かるというシステムの性格上、本人同意を得る必要があるた

め、登録者自らが登録用サイトを訪問して手続きを行うことが基本となる。 

 登録時に入力を求める情報は、メールアドレス（ほとんどの場合最初のステップ

である空メールの送信時に収集済）の他に、「配信を希望する情報」、「町名」のど

ちらかまたは両方という自治体がほとんどである。 

 その他に入力を求められることがある情報は以下のような内容がある。 

 －多：受信条件（情報の細分類、時間帯等）＞所属･属性＞氏名、職種 

 －中：【任意】年齢、性別、事業者名 

 －少：メールアドレス以外の連絡先（電話番号等） 
 

情報発信の内容については以下のような警告があることを確認した。 

 行政が運営するシステムの場合、最も多いのは防災・防犯等の安全安心情報であ

る。類似の内容には河川水位や大気環境などの逐次情報提供などがある。 

 次に多いのは認知症高齢者の捜索情報で、その他には各種行政情報（保育情報、

消費生活情報、男女共同参画、議会情報など）などを発信している例もある。 

 “気にかけ”に近いのは認知症高齢者の捜索情報だが、これは既に日野市でも導

入しているところであり、社会福祉協議会が登録ボランティア等に対して各種の

情報を発信している例の方が参考になりそうなものが多い。 
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３－３ 今年度の取組の達成状況と次年度の対応案 

各取組の実施状況を踏まえて今年度の成果と課題を以下の通り整理しました。 

▼成果・課題・対応案 

成果 

《検討部会の開催》 

・各包括の情報共有を図る中で、多摩川苑地域で始まった「わんわん見守り隊」の取組

が他地域に広がろうとしています。 

・関連部署等との連携の第一歩として、都市計画課に出席してもらい空き家活用事業に

関する説明を受けることができました。 

《事業 PRの実施》 

・合計3号作成したニューズレターは、第２章で想定するターゲットに届くように取り

上げる事例を変えて、それぞれ一般の市民、協力事業所、自治会という異なる主体に

よる優れた活動を紹介することができました。 

・ニューズレターの作成とあわせて、より多くの方の目に届くよう配布先の拡大にも取

り組みました。 

《先進事例の検討調査》 

・新しい取組となる「メール配信システム」の導入検討の参考として、登録手続きや配

信内容の傾向を把握することができました。 

課題 

《検討部会の開催》 

・今年度は新しい枠組みのもと「メール配信システム」の導入等について検討を行うこ

とを想定していましたが、事前の調整等が難航したため基本的な方向性に関する議論

が多くなってしまいました。 

・その結果、様々な意見をもらうことはできたものの、それらを年度内に具体の動きま

でつなげることができませんでした。 

《事業 PRの実施》 

・ニューズレターの配布先の拡大にともない、新しい読者に対して既存の各種の取組や

これまでの経緯などの情報をどのように提供していくかが課題となっています。 

・「広報ひの」への情報の掲載や、市民活動フェア、地域懇談会等の関連の深い会合等へ

の参加といったニューズレター以外の事業PRを実施することができませんでした。 

・検討部会の中では、既に地域で何らかの活動をしている人を対象に事業をPRする（協

力を依頼する）ことを検討してはどうかという意見も出ています。 

《先進事例の検討調査》 

・その他の準備が整わなかったため、結果的に導入に繋がるような効果的な調査とはな

りませんでした。 

対応案 

《検討部会の開催》 

・抽象的な議論ばかりにならないよう、今年度に検討した内容を早期に形にして、具体

的な取組の試行、検証を部会の中で進めることが重要です。 

《事業 PRの実施》 

・新たな読者や新たな協力者候補に向けて、過去に作成したニューズレターの再発行や

事業説明パンフレット、協力者募集チラシ等の再発行を行うことが考えられます。 

・あわせて、ニューズレター等を通じてこれらの資料をまとめて掲示した Web サイト

へ誘導を行うことも考えられます。 

・事業説明パンフレットや協力者募集チラシ等の再発行にあたっては、新しい協力者の

活動につながるよう内容の見直しを行う必要があります。 

《先進事例の検討調査》 

・「メール配信システム」等の実現に向けて、市民に良い／必要な内容だと思ってもらえ

るような取組を紹介し、ニーズを掘り起こしていく必要があります。 

・また、特定の方策に限らず、一般市民に対する啓発という目標を達成するような多様

な方策を収集することも重要です。 
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